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１．平成 26 年度の行財政改革実行プログラムの実施状況について 

 

第２次行財政改革大綱（平成 24 年 3 月策定）を着実に推進するため、実施計画である行

財政改革実行プログラムの進行管理を行いました。 

計画 3年目である平成 26年度の実施状況は、次のとおりです。 

主要方策の全体の進捗状況は、資料４「五泉市行財政改革実行プログラム主要方策実施

状況一覧表」のとおりです。 

 

【主要方策の実施状況について】 

プログラムに掲げる「改革の方向性」毎の実施項目の実施状況は、次のとおりです。 

改革の方向性 実施項目数 ①完了 ②実施中 ③検討 ④未実施

Ⅰ.事務事業の再編整理等推進 １４   1  １２   １    

Ⅱ.民間委託等の推進    ６    ４   ２   

Ⅲ.組織・機構の見直しと人材育成    ７      ６   １  

Ⅳ.給与の適正化    ３   １   １   １  

Ⅴ.地方公営企業その他特別会計等の見直し    ６    ３   １   ２ 

Ⅵ.歳入増加策    ９   ８   １  

      計 ４５   ２ ３４  ７  ２ 

 

Ⅰ．事務事業の再編・整理等の推進 

○行政評価システム導入による事務事業の徹底した見直し 

・事務事業評価表、施策評価表の作成と基礎研修を実施しました。 

○補助金・負担金の見直し 

・平成 26年度で終期を迎える 13 の補助金について検証を実施しました。 

（結果：継続 13 件） 

○施設の全般的な見直し 

 ・保育園民営化：平成 26年度で 3保育園の民営化に係る運営法人と条件等の協議を行い、

平成 27 年度から民営化へ移行しました。 

・プール：平成 25年度で戸倉プールを廃止し、市民プール、村松プールの 2か所に集約

しました。 

・小学校：平成 27年 4月に十全小学校を村松小学校に統合しました。 

・中学校：愛宕中学校と山王中学校の統合に向けた説明会などを開催しました。（平成 29

年 4 月から両校を統合し、新たに村松桜中学校とすることに決定） 

・学校給食センター：各学校の建て替えに合わせて自校方式の給食施設整備を行ってき

ました。全ての学校で施設の整備が完了したことから、平成 27 年 4 月に学校給食セン

ターを廃止しました。 

 

Ⅱ．民間委託等の推進 
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○指定管理者制度導入の推進 

・さくらんど温泉及び農村環境改善センター、虹工房、あさひの家、さくらの里、福祉

会館、さくらんど物産直売所「よりね家」、村松デイサービスセンター、村松観光開発

会館「ふるさと会館」、黄金の里会館の 9 施設に追加して、平成 26 年度では新たに障

害者地域生活支援センター「こすもすの家」１か所について指定管理者制度の導入を

行いました。 

○給食調理業務等の委託 

 ・平成 24 年度から川東小・川東中・愛宕小の給食調理業務を民間委託し、平成 25 年度

から五泉北中、平成 27年度からは五泉小、五泉中と民営化する３保育園にも民間委託

を拡大しました。円滑に運営されていることから今後も計画的に拡大します。 

○業務の民間委託等の推進 

 ・スポーツ推進課が行ってきた健康増進・体力づくり教室について、内容を見直し、よ

り充実した教室にするため、五泉市総合型スポーツクラブ「ヴィガ」の設立準備を行

い、H26 年度から事業運営を委託しました。 

○保育園の効率的運営の推進 

 ・平成 24 年度に「第１次保育園民営化実施計画」を策定し、３保育園（すみれ、ひまわ

り、村松第３）について平成 27 年度から民営化へ移行しました。 

 

Ⅲ．組織機構の見直しと人材育成 

◇定員適正化計画（Ｈ１８年度～Ｈ２３年度） 

・目標職員数は平成18年 4月 1日現在の639人を、平成24年 4月 1日までに63人（9.86%）

削減し 576人としていました。結果は 563 人であり、定員適正化計画よりも 13人多い

削減数となりました。 

《定員適正化計画と実績》                    （単位；人） 

部 門 区 分 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

一般行政 

計 画 ３８７ ３７５ ３７０ ３６０ ３５５ ３５０ － － －

実 績 ３８３ ３６６ ３５０ ３４０ ３３３ ３３６ ３３７ ３４３ ３３８

差 引 △４ △９ △２０ △２０ △２２ △１４ － － －

特別行政

（ 教 育 ・ 消

防部門） 

計 画 １９０ １８８ １８５ １７８ １７４ １７１ － － －

実 績 １９２ １８７ １８２ １７７ １７３ １６８ １６８ １６７ １６１

差 引 ２ △１ △３ △１ △１ △３ － － －

公営企業

等会計 

計 画 ５９ ５８ ５７ ５６ ５５ ５５ － － －

実 績 ５９ ５９ ５８ ６０ ６１ ５９ ５９ ５９ ６０

差 引 ０ １ １ ４ ６ ４ － － －

計 

計 画 ６３６ ６２１ ６１２ ５９４ ５８４ ５７６ － － －

実 績 ６３４ ６１２ ５９０ ５７７ ５６７ ５６３ ５６４ ５６９ ５５９

差 引 △２ △９ △２２ △１７ △１７ △１３ － － －

（各年度 4 月 1 日の職員数で教育長を含む） 
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○組織・機構改革の見直し 

・平成 24年度、事務の効率化を図るため支所組織を地域振興課と 9 の村松事務所から地

域振興課の 1 課にまとめ 5 係として、支所の空きスペースを有効利用するため、上下

水道局を本庁から支所へ移動しました。 

なお、支所の耐震診断結果により平成 26 年度から支所機能を村松公民館に一時的に移

転し、建て替えを行っています。 

・平成 25年度では、生涯学習課から体力増進部門を分離し、総合会館内にスポーツ推進

課を新設しました。 

○人事考課制度の活用 

・全職員を対象に、業績及び能力評価を行う人事考課を実施しました。 

 

Ⅳ．給与の適正化 

○給与水準の見直し 

・平成 25 年度から段階的に退職手当を削減しました。（例 H26.4.1 以降勤続 35 年

以上定年退職支給額 △9.69 月分削減）。 

 ・平成 19年度から管理職手当を 10％削減しています。（H26 の削減額：1,186 千円） 

 

Ⅴ．地方公営企業、その他特別会計等の見直し 

○水道事業経営の健全化 

 ・給水人口に対して経費のかかる簡易水道を、安全で安定供給できる上水道に統合する

ため、配水管布設替工事、送水管新設工事、送水ポンプ場建設工事、配水池建設工事

などを行いました。（川内簡水、戸倉・大蒲原簡水、高松簡水、蛭野簡水） 

 （一般会計から簡易水道事業特別会計への繰出金 H26 決算見込額：105,739 千円） 

 ・平成 26 年度、消費税率の改訂に伴い、水道事業、簡易水道事業、下水道事業について

料金の改訂を行いました。 

 

Ⅵ.歳入増加策 

〇市税等の収納率の向上 

・「新潟県地方税徴収機構」と連携し収納対策を実施しました。また、インターネット公

売を実施し、平成 26 年度は 1 件の物品等を 7 千円で売却しました（H26 年度現年課税

分収納率 98.13%：前年比+0.25%、 未収入額：99,033 千円）。 

・平成 26 年 4 月から納税者の利便性を図るため、税金のコンビニ収納を導入しました。 

○市有財産の有効活用（未利用財産の売払い） 

・宅地、旧道路敷等の売却を行いました（H26：890.11 ㎡ 4,949 千円の収入）。 

・インターネット公売等を活用し、不用物品の売却を行いました。（H26:16 件、4,646 千

円の収入） 

・村松第二工業団地内で平成 25 年度にメガソーラー発電事業者 1社と水関連企業 1 社の

進出があり、年間約 8,400 千円の貸付収入が増加しました。 
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・平成 20年 4月から職員駐車場使用料を月額＠500 → ＠1,000 円に見直しました（H26：

2,065 千円の収入）。 

 

○新たな財源の確保 

・平成 19 年 6 月から広報紙とホームページへの有料広告掲載を実施しています（H26：

1,608 千円の収入）。また平成 24 年度から市役所が使用する封筒に有料広告を掲載して

います（H26：150 千円の収入）。 

・平成 19年度から水道事業管理者と覚書を交わし、一般会計へ退職手当負担金として繰

り入れをしています（H26：4,360 千円の繰入）。 

・平成 25年度に本庁舎など 22施設の電力供給業務の競争入札を行いました。（H26～H27

で約 16,400 千円の電気料の軽減が図られる見込みです）。 

・平成 26年 12 月からふるさと納税の返礼品（五泉の特産品）の提供を開始しました。（H26:

寄附件数 654 件、寄附金額 12,898 千円、前年比+5,232％） 

 

【財政効果について】 

○歳入歳出差引額 

平成 26 年度決算おける歳入歳出差引額は 8億 1,831 万 5千円となりました。ここから翌

年度に繰越すべき財源などを差引し、実質単年度収支は 1 億 4,863 万 4 千円の黒字となり

ました。 

（単位；百万円） 

歳入歳出 

差引額 

翌年度に繰
り越すべき
財源 

前年度の

実質収支

財政調整基金
積立額・地方
債繰上償還額

財政調整基金

取崩し額 

実質 

単年度収支 

818 31 908 300 30 149

（実質単年度収支の算出 818-31-908+300-30） 

 

○歳入歳出の動向 

平成 26 年度決算と平成 25 年度決算との比較による、歳入歳出の動向 

（歳入）市 税：法人市民税、たばこ税の減少等により 6,383 万円減少（△1.2％） 

交付税：普通交付税の単位費用の減額により 1億 2,629 万 8千円減少（△1.7％） 

国庫支出金：五泉小学校、五泉中学校改築事業交付金、がんばる地域交付金、臨

時福祉給付費補助金などの増により6億6,710万6千円増加（+29.9%） 

地方債：五泉小・五泉中改築事業費債、支所庁舎建設事業費債等の増により 3 億

534 万 4 千円増加（+7.1％） 

（歳出）人件費：退職手当の増などにより 1億 9,136 万 6 千円増加（+5.2％） 

公債費：借換債の減などにより 6億 274 万 7千円減少（△16.2%） 

投資的経費：全体で 8億 3,447 万円増加（＋20.3％） 

・補助事業 五泉小学校、五泉中学校等改築事業などの増により 25億 8,118 万

6 千円増加（+240.9%） 
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・単独事業 防災行政無線整備事業、消防救急デジタル無線整備事業などの減

により 17億 3,361 万 3千円減少（△59.0％） 

○財政調整基金、職員退職手当基金及び減債基金残高 

平成 26 年度末残高 

・財政調整基金   21 億 9,237 万 4 千円 （+14.1%） 

・職員退職手当基金      2,440 万 9 千円  （+0.02%） 

・減債基金       5 億 4,319 万 1 千円  （+0.02%） 

○今後の財政運営における留意事項 

実行プログラムの数値目標である実質公債費比率が地方債許可団体となる 18％以上とな

らないよう地方債の新規発行を抑制するとともに、平成 28 年度以降の普通交付税減額にそ

なえ、平成 28年度における財政調整基金残高を標準財政規模の 10％以上とします。 

・平成 26年度決算での実質公債費比率 12.5% 

・平成 26年度標準財政規模の 10％ 13 億 3,783 万 8 千円 

 

 

 

２．平成 27 年度の行財政改革実行プログラムの取り組みについて 

 

Ⅰ．事務事業の再編・整理等の推進 

○財政面を考慮した総合計画の策定 

・平成 24年 3月に策定した総合計画後期基本計画における進行管理を実施します。 

○補助金・負担金の見直し 

 ・平成 27 年度中に終期を迎える補助金交付要綱について、廃止も含めた終期の設定を考

慮するとともに、運営費補助から事業費補助への転換を図ります。 

 

Ⅱ．民間委託等の推進 

○指定管理者制度の活用 

 ・現在 10 施設で指定管理者制度を導入していますが、さらに移行することが適切な施設

があるのか、導入済みの施設運営に問題は無いのかを調査・分析します。 

○業務の民間委託等の推進 

 ・行政経費、行政資源の有効活用のため民間で行うことが効果的な事業については、積

極的に民営化・民間委託の検討を進めます。 

○保育園の効率的運営の推進 

・平成 24年度に策定した「第１次保育園民営化実施計画」を実施して保育サービスの拡

充、保育園の統合又は民営化を進めます。 

 

Ⅲ．組織機構の見直しと人材育成 

○人事考課制度の活用 

・人事考課マニュアルにより評価を実施していますが、結果を昇給及び昇格等の処遇に
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反映させるまでには至っていません。なお、平成 26 年 5 月公布の地方公務員法などの

改正により平成 28年 4月から人事評価制度の導入が義務付けられました。評価結果を

処遇に反映させるために職員の意識向上と評価能力の均一化を図ります。 

  

Ⅳ．給与の適正化 

○給与水準の見直し 

 ・人事院勧告、県人事委員会勧告や県内のラスパイレス指数を基準に、適正な給与水準

維持に努めます。 

 

Ⅴ．地方公営企業、その他の特別会計の見直し 

○水道事業経営の健全化 

 ・給水人口に対して経費のかかる簡易水道を、安全で安定供給できる上水道に統合する

ため施設の整備を行うとともに、平成 28 年度に異なる料金体系を統一し統合を図りま

す。 

 

Ⅵ.歳入増加策 

○受益者負担の見直し 

 ・公平性と自主財源の確保を目的とし、受益者負担のあり方について検討し、負担の見

直しを図ります。 

○市有財産の有効活用 

 ・資産効率向上と自主財源確保のために、売却が適当である財産の売却を進めます。 

○新たな財源の確保 

 ・平成 26 年 12 月から開始したふるさと納税の返礼は財源の確保はもとより、地元特産

品の知名度向上、販路拡大など地域経済にもに大きな効果が期待できることから、納付

方法や特産品の拡大を図りながら推進していきます。 

 



　　　　　　　五泉市行財政改革実行プログラム主要方策実施状況一覧表

Ⅰ．事務事業の再編・整理等の推進

№ 実施方針・期待効果 所管課 実施項目

資料№4

H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

1 財政面を考慮し
た総合計画の策
定

実施方針
　総合計画「後期基本計画」の策定においては、成果指標を設け
るとともに、財政シミュレーションに基づいた実効性のある計画
とします。

期待効果
　総合計画の進行管理が図られ、予算編成にも反映されます。

企画政策課 総合計画「後期基
本計画」の策定

計画

実績

現状分
析及び
課題

現状分
析及び
課題

実施
実施（完了）

　H23年度に策定した後期基本計画の検証と、各
施策の成果指標のH28年度目標値達成に向けた進
行管理。

行政評価による進
行管理

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

「総合計画実施計画の事業」「事務事業評価事業」
「予算事業」の名称を統一し進行管理を行ってい
る。一方、予算編成での活用や評価シートの作成な
ど業務負担の増加に対する意識改革が必要。

2 行政評価システ
ムを活用した事
務事業の徹底し
た見直し

実施方針
　事務事業評価、施策評価を実施し、予算編成への活用や総合計
画の進行管理を図るとともに、職員のコスト意識を高め一般行政
経費の削減に努めます。

期待効果
　予算編成との連携により、「事務事業の再編整理」、「行政の
説明責任や透明性の確保」、「総合計画の進行管理」、「次年度
の重点施策の立案」等への活用が図られます。
　また、行政評価システムの実施により、事務事業の再編・整理
等が図られるとともに、経常経費の削減や、必要性・効果性の高
い事業への財源投入、新規行政課題への対応が図られます。

全課 行政評価システム
活用の研究

計画 研究 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 研究 ⇒ ⇒

行政評価システム
の実施

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒

継続実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　事務事業評価・施策評価を毎年実施し、各施策・
事務事業の優先順位付けは各課単位で実施してい
る。
　H26年度は、予算要求書に優先順位の明記を
行った。
　今後、更なる有効活用の方法を引き続き研究して

⇒ ⇒

実績

現状分
析及び
課題

　職員の事務事業評価・施策評価の能力は一定の水
準に達している。しかし、予算編成との連携など評
価結果の活用方法が明確でないため、行政評価に対
する職員のモチベーション向上に繋がっていない一
面もある。
　そのため、行政評価システム活用の研究と合わせ
て継続実施していくことにより、職員の能力向上と
モチベーション維持を図っていく。

主要方策
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№ 実施方針・期待効果 所管課 実施項目
企画政策課、

財政課

関係所管課、
財政課、

企画政策課

H２4 H２５ H２６ H２８ H29以降

3 補助金・負担金
の見直し

実施方針
　補助期間の設定などにより、補助金の効果的な執行を図りま
す。

期待効果
　市民団体等の主体性と自立意識の向上により、市民との協働の
まちづくりが図られます。

運営費補助金の見
直し

計画 継続実施

実績 継続実施

現状分
析及び
課題

計画

⇒ ⇒

H２７

実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

　H22年度に補助金交付基準を策定し、補助目的
の明確化と補助率の適正化を行い、事業費補助への
転換を図っている。

検討 ⇒ 団体説明

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

実績 未 実施中 ⇒

⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　予算査定時に見直しを行っているが、各種団体へ
の会費等が主であり、目立った削減に至っていな
い。団体への働きかけを行う必要がある。

計画 継続実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　H22年度に補助金交付基準を策定し、補助期間
に終期の設定を行った。
　H2６年度で終期を迎える13の補助金について
検証を実施した。（結果：継続13件）

4 補助団体の統合 実施方針
　旧市町にある共通の目的を持った団体等については、組織の統
合を働きかけていきます。

期待効果
　団体運営基盤の強化及び事務の効率化が図られ、補助金等の経
費の削減が見込まれます。

補助団体の統合 計画 団体説明

実績

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 一部実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　H24年6月に五泉公衆衛生協会と村松公衆衛生
協会を統合。
　H27年1月に五泉市交通安全協会の五泉支部と
村松支部を統合し、五泉市交通安全市民の会とし
た。
　今後とも統合に向けた働きかけを行っていく。

主要方策

継続実施

補助金の期間設定

負担金の見直し
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№ 実施方針・期待効果 所管課 実施項目

企画政策課、

施設所管課

H２4 H29以降

5 入札制度の見直
し

実施方針
　建設工事等の入札について、最低制限価格制度の改正や総合評
価方式の導入により施工品質を確保するとともに、請負業者の地
域貢献を義務付けることで、総合的に施策の効果を高めます。

期待効果
　入札における透明性・公平性の確保が図られます。

財政課 入札制度の見直し ⇒

現状分
析及び
課題

　五泉市建設工事請負業者等指名停止等措置要領
（H18年度）、五泉市建設工事請負業者等指名停
止等措置要領運用基準（H18年度）、五泉市建設
工事一般競争入札試行要綱（H19年度）、五泉市
総合評価方式試行要領（H25年度）を策定し、一
般競争入札を実施。

　H26年度、総合評価方式(実績確認型)の入札を1
件実施した。入札参加資格に関する資格要件の運用
基準に、地域の安全・安心確保に貢献している建設
業の災害対応を評価し、災害協定について要件に加
えた。

⇒ ⇒ ⇒

H２５ H２６ H２７ H２８

⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

計画 継続実施

6 施設の全般的な
見直し

実施方針
　本市のまちづくり全体の観点から、公の施設に関する分析調査
を行い、管理運営のあり方（指定管理者・民営化など）や施設の
大規模改修、建替えに併せた適正配置などを総合的に検討しま
す。

期待効果
　適切な施設利用・配置が図られるとともに、施設管理・運営経
費の削減と市民サービスの向上が図られます。

施設配置の見直し 計画

実績

現状分
析及び
課題

継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

未 一部実施 ⇒

・保育園民営化：H25年度で3保育園の民営化に
係る運営法人を募集。H26年度で移管する施設の
管理運営や大規模改修等の条件整備を行い、H27
年度からの民営化を実施。
・プール：H25年度で戸倉プールを廃止し、市民
プール、村松プールの2か所に集約。
・小学校：H27年4月に十全小学校を村松小学校
に統合した。
・中学校：H29年４月に予定されている愛宕中学
校と山王中学校の統合に向けた説明会等を実施し
た。

主要方策
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№ 実施方針・期待効果 所管課 実施項目
企画政策課、

総務課

⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

⇒ ⇒

継続実施 ⇒

H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

7 内部事務の見直
し

実施方針
　内部事務の更なるＩＣТ（情報通信技術）化により、事務処理
の迅速化、情報の共有化など業務の効率化を図り、適正な人員配
置などの見直しを進めます。
　市役所を訪れなくても、インターネットを活用した情報提供、
電子申請等が利用できる効率的なサービス提供を進めます。

期待効果
　ＩＣТ（情報通信技術）の活用による内部事務の見直しによ
り、経常経費の削減と、市民の利便性の向上が図られます。

IＣＴ化の検討・研
究

計画 検討・研究

　H25年3月からフェイスブックによる情報提供
を開始した。即時性・拡散性を有する新たな情報発
信手段として定着を図りたい。
　H26年10月からツイッターによる緊急情報の発
信を開始。
　H27年１月から五泉安心メールの配信を開始。
　電子申請、セキュリティ対策（情報漏えい）など
が持越しとなった。引き続き行政手続きのオンライ
ン化、行政情報の充実、セキュリティ対策に取り組
む必要がある。

⇒

実績 検討 ⇒ 一部実施

8 電算委託経費の
適正化

実施方針
　電算システムについては、システム棚卸を行い、外部の専門家
も活用しながらシステムの最適化に努めます。

期待効果
　システムの最適化により、経費の削減が図られます。

企画政策課 電算委託経費の調
査

計画

現状分
析及び
課題

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　Ｈ22年度にシステム最適化計画を策定し、Ｈ23
年度にサーバー・一部端末を更新した。機器、ソフ
トを整理し経費節減を図った。
　今後もコストを抑えつつ安全で確実な電算システ
ムの構築を図る。

外部専門家の活用 計画 随時実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

　Ｈ21年度に外部専門家を活用して、近隣市を対
象としたＩТ経費調査を実施し、Ｈ22年度に現状
分析報告書、新情報システム最適化計画書を策定し
た。今後も必要に応じ外部専門家を活用し、経費削
減につなげていく必要がある。

主要方策
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№ 実施方針・期待効果 所管課 実施項目

Ⅱ．民間委託等の推進

№ 実施方針・効果 所管課 実施項目
施設所管課、

財政課

H29以降H２4 H２５ H２６ H２７ H２８主要方策

主要方策

9 ごみ処理有料化
の検討

実施方針
　ごみの排出量の抑制や再利用・再資源化の推進、排出量に応じ
た負担の公平化及び市民の意識改革を進めるため、ごみ処理有料
化の検討を行います。

期待効果
　市民のごみ減量化に対する意識が高まり、ごみの発生抑制・減
量化が図られます。

環境保全課 指定ごみ袋等の有
料化

計画 検討 ⇒ 試行 実施 ⇒ ⇒

実績 検討 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　五泉市廃棄物減量等推進協議会においてごみ処理
有料化については、減量意識が定着しつつあり処理
量も減少傾向にあることなどから、再度の検討が必
要との結論に至った。引き続き検討していく。

H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

1 指定管理者制度
の活用

実施方針
　指定管理者制度に移行することで効果が見込まれる施設につい
ては、積極的に制度の導入を図ります。

期待効果
　民間事業者等の能力活用により、施設の設置目的をより効果的
に達成することが期待できるとともに、施設管理・運営経費の削
減が図られます。

指定管理者制度の
活用

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　これまで、9施設で指定管理制度を導入してお
り、一定の成果を得ている。
　H26年度では新たに障害者地域生活支援セン
ター１か所について指定管理者制度の導入を行っ
た。
　今後も更に各施設の運営内容を分析し、効果的に
進める必要がある。
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№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

2 使用料等の徴収
業務委託の検討

実施方針
　使用料等の徴収業務の民間委託の推進など、徴収方法の拡大を
検討していきます。

期待効果
　徴収方法の多様化により、収納率の向上が図られます。

関係所管課 使用料等の徴収業
務委託の検討

計画 検討 方針決定 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 検討 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　保育料等の滞納については、督促状の発送や夜間
徴収による戸別訪問を実施しているが、滞納額を減
らすまでには至っていない。今後は徴収業務の委託
を検討したい。

3 給食調理業務等
の委託

実施方針
　給食調理業務等について、計画的に民間委託を進めます。

期待効果
　行政のスリム化、運営コストの抑制が図られます。

学校教育
課・こども
課

給食調理業務等の
委託

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

  平成26年度末までに、給食調理業務の民間委託
について、学校数14校中5校(川東小・川東中学
校、愛宕小学校、五泉北中学校、五泉小学校)を行
い、円滑に運営されている。なお、平成26年度末
ですべての学校において自校給食施設が整備された
ことから、今後も民間委託を推進する。

　保育園については、「保育園民営化実施計画」に
合わせて実施することとし、H27年度で3保育園
を民営化する予定に合わせて給食調理業務等も民営
化実施。
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№ 実施方針・効果 所管課 実施項目
企画政策課、

総務課

主要方策 H２4 H29以降

4 業務の民間委託
等の推進

実施方針
　行政が行っていた事業についての見直しを行い、民間で行うこ
とが可能で効果的なものについては、職員数と業務のバランスに
も配慮しながら、積極的に民営化、民間委託の検討を進めていき
ます。
　また、委託内容やその方法について見直しを進めていきます。

期待効果
　業務の民間委託の推進により、行政運営の経費削減、行政資源
の有効活用が行われ住民サービスの向上が図られます。
　委託内容等の見直しにより、委託料の削減が図られます。

外部委託指針の策
定

策定

現状分
析及び
課題

　外部委託について、庁内での検討を踏まえて民間
委託を進めていく必要がある。

外部委託の推進 計画

H２５ H２６ H２７ H２８

実績 調査 ⇒ ⇒

計画 調査

実施

現状分
析及び
課題

　スポーツ推進課が行ってきた健康増進・体力づく
り教室について、内容を見直し、より充実した教室
にするため、五泉市総合型スポーツクラブ「ヴィ
ガ」の設立準備を行い、H26年度から事業運営を
委託した。

実績 - 継続実施 ⇒

5 保育園の効率的
運営の推進

実施方針
　策定した五泉市保育園運営基本計画に基づき、保育サービスの
拡充、施設の統合及び民営化等を進めていきます。

期待効果
　施設の統合や拠点方式、民間活力の導入により、行政運営の経
費削減や効率化が図られます。

こども課 保育園運営基本計
画の実施

計画

実績

現状分
析及び
課題

継続実施 ⇒ ⇒

　H20年度に策定した「保育園運営基本計画」並
びにH24年度に策定した「保育園民営化基本計
画」及び「第１次保育園民営化実施計画」に則して
保育サービスの拡充、保育園の統合又は民営化等を
進める。
　なお、H25年度で３園（すみれ、ひまわり、村
松第３）の民営化に係る運営法人を募集し、応募が
あった市内外の２つの社会福祉法人にH26年度で
決定。H27年度から民営化実施。

⇒ ⇒ ⇒

継続実施 ⇒ ⇒
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Ⅲ．組織機構の見直しと人材育成

№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H２4 H29以降

1 組織・機構改革
の見直し

実施方針
　複雑多様化する市民ニーズに迅速に対応するため、業務の効率
化・意思決定の迅速化を図ります。また、組織の簡素効率化を基
本に、行政需要に即応した組織・機構の見直しを行います。

期待効果
　組織・機構の見直しを行うことにより、市民の多様なニーズに
即応した行政サービスが提供できます。また、意思決定の迅速
化、責任の明確化が図られます。

総務課 本庁・支所の業務
の見直し

本庁・支所組織の
再編、見直し

計画

⇒ ⇒ ⇒計画 継続実施

継続実施 ⇒

H２５ H２６ H２７ H２８

⇒

実績 検討・実施 ⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒

現状分
析及び
課題

　H24年度から支所機能の見直しを行い、各課村
松事務所体制から課を地域振興課１つとし、係を地
域振興係、市民係、福祉係の３係体制とした。
　Ｈ26年度に営繕工事執行の効率化を図るため
に、都市整備課に営繕係を新設した。
　今後も市民ニーズに迅速に対応でき、市民が利用
しやすい市役所づくりを進める。

⇒ ⇒

実績 検討・実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　H24年度で支所機能の見直しを行い、各課村松
事務所体制から課を地域振興課１つとした。また、
支所の空きスペースを有効利用するため、上下水道
局を本庁４階から支所２階へ移動した。
　H25年度で支所の係をわかりやすくするため、
市民係を「市民係」と「税務係」の２係体制とし
た。また生涯学習課から体力増進部門を分離し、ス
ポーツ推進課を新設した。
　今後も市民ニーズに迅速に対応でき、市民にわか
りやすい組織にするため、検討が必要。

2 人材育成の推進 実施方針
　職員一人ひとりの意欲の向上を図り、その能力や可能性を引き
出し、組織としての総合力を高めるための人材育成に努めます。

期待効果
　多様化する行政課題への対応能力が高まり、市民ニーズに柔軟
に対応できる組織づくりが図られます。

総務課 人材育成基本方針
の実施

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　H19年度に策定した人材育成基本方針の検証を
行い、次期計画に向けて検討する必要がある。

職員研修の実施 計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　複雑多様化する市行政に的確に対応できる職員を
養成するため、人事担当が主催する研修を実施し、
また、市町村総合組合などが実施する階層別・専門
研修に職員の派遣を行った。引続き、業務遂行に必
要な基礎知識と技能向上、自己啓発の促進による資
質の向上を図る。
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№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

3 人事考課制度の
活用

実施方針
　年功的な処遇を改め、職員の勤務実績、能力等を一定の評価基
準で評価する人材育成型の人事考課制度の活用を図ります。ま
た、評価結果を処遇（勤勉手当・昇給等）に反映させていきま
す。

期待効果
　職員の資質向上と志気の高揚を図り、公務能率の向上が見込ま
れます。また、評価結果を昇給・昇格等各種処遇に反映させるこ
とにより、公平で公正な処遇を行うことが可能となり組織の活性
化が図られます。

総務課 人事考課制度の活
用

計画

実績

現状分
析及び
課題

現状分
析及び
課題

継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

継続実施 ⇒ ⇒

　人事考課マニュアルに基づき、１年間を通しての
評価を実施している。評価結果を人材育成に活用す
る。処遇に反映させるためには、職員の意識向上と
評価者着眼点の均一化を図らなければならない。

昇給及び昇格等に
反映

計画 検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒

実績 検討 ⇒ ⇒

　人事考課マニュアルに基づき、１年間を通しての
評価を実施しているが、評価結果を昇給及び昇格等
に反映させていない。地方公務員法の一部改正がＨ
２６年５月に公布され、Ｈ２８年４月に施行される
ことが予定されおり、評価結果を処遇に反映させる
ためのルールづくりを行っていかなければならな
い。

4 職員提案制度の
活用

実施方針
　財政健全化に向けた改革改善案など、職員提案制度を活用し職
員の市政参画意欲の高揚を図ります。

期待効果
　職員提案制度の活用により、職員一人ひとりが行財政改革の意
識を持つことに繋がります。

企画政策課 職員提案制度の活
用

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　五泉市職員事務改善等提案制度実施要綱（H19
年度策定、最終改正H22年度）により、事務改善
等の職員提案を募っている。

　H2６年度：提案５件、採択４件
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Ⅳ．給与の適正化

№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

1 給与水準の見直
し

実施方針
　人事院勧告、県人事委員会勧告や県内のラスパイレス指数を基
準に、適正な給与水準の維持に努めます。また、級別職務分類表
の適正な運用を行い、人事評価による昇格制度への移行を図りま
す。

期待効果
　人事院勧告や県人事委員会勧告を準拠することで、人件費の適
正化が図られます。

総務課 人事院勧告や県人
事委員会勧告によ
る給与改定

計画

実績

現状分
析及び
課題

現状分
析及び
課題

現状分
析及び
課題

継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

継続実施 ⇒ ⇒

　人事院勧告、県人事委員会の勧告、県内のラスパ
イレス指数等を基準に適正な給与水準の維持に努め
る。

級別職務分類表に
基づく適正な格付
け

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

　H２2年度から格付けを見直し、職務職階制の適
正な運用を図った。

人事考課による昇
格制度の運用

計画 検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒

実績 検討 ⇒ ⇒

　人事考課マニュアルに基づき、１年間を通しての
評価を実施しているが、評価結果を昇給及び昇格等
に反映させていない。地方公務員法の一部改正がＨ
２６年５月に公布され、Ｈ２８年４月の施行が予定
されおり、評価結果を処遇に反映させるためのルー
ルづくりを行っていかなければならない。
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Ⅴ．地方公営企業、その他の特別会計等の見直し

№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

1 水道事業経営の
健全化

実施方針
　策定した「五泉市水道事業統合計画」「五泉市水道ビジョン」
に基づき、水道料金の統一と見直を図るとともに、Ｈ28年度まで
に簡易水道との経営統合を行います。
　また、業務の効率化とコスト縮減を目的に民間委託の検討を進
めていきます。

期待効果
　水道事業の安定的・計画的な経営が図られるとともに、経常経
費の削減が図られます。

上下水道局 水道料金の見直し 計画

実績

現状分
析及び
課題

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 一部実施

　五泉市水道事業統合計画・簡易水道事業統合計画
（H２０年度）、五泉市水道ビジョン（H21年
度）を策定し具体的な施策、行程等を検討。H27
年度水道委員会で統一に向けた検討予定。H２８年
度に異なる料金体系を統一予定。
　なお、H26年度に消費税改定に伴う料金改定を
実施。

民間的経営手法の
検討

計画 検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 方針決定

実績 検討 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　策定した五泉市水道ビジョンの着実な実施を図
る。計画的な施設等の更新を行うとともに民間の長
所・ノウハウを活用し、経費の削減を図る。
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№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

2 下水道事業経営
の健全化

実施方針
　現行水準の下水道使用料では、経常経費を賄うことができない
状況となっています。
　下水道事業の経営健全化に関する施策に基づき、経営の安定化
を図り、下水道使用料の見直しについては引き続き検討を行いま
す。

期待効果
　下水道事業の安定的・計画的な経営が図られるとともに、自主
財源の確保が図られます。

上下水道局 下水道使用料の見
直し

計画

実績

現状分
析及び
課題

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 実施

検討 ⇒ 一部実施

　H26年度は消費税改定分の使用料改定を実施し
た。使用料収入は前年度比約2.5％の増収となった
が、使用料の算定基礎となる汚水量はH23年度を
ピークに減少に転じている。人口減少や節水機器の
普及が影響していると考えられる。供用開始区域の
接続率向上が課題である。
　未普及対策として市街地周辺地域の整備の推進、
初期整備区域の老朽管の更新など費用増加が今後想
定される。公営企業会計の導入を通じて経営状況を
明確にし、将来にわたり持続可能な下水道経営が可
能となるように、費用対効果を踏まえた事業計画等
の見直しが課題である。

3 簡易水道事業経
営の健全化

実施方針
　策定した「五泉市水道事業統合計画」「五泉市水道ビジョン」
に基づき、水道料金の統一と見直を図るとともに、Ｈ28年度まで
に上水道との経営統合を行います。

期待効果
　事業統合することにより、経常経費の縮減や安定給水が図られ
ます。

上下水道局 水道料金の見直し 計画 検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実績 検討 ⇒ 一部実施

現状分
析及び
課題

　五泉市水道事業統合計画・簡易水道事業統合計画
及び五泉市水道ビジョンに基づき、水道事業との統
合事業を推進している。料金改定については、
H26年度に消費税改定分の料金改定を実施。課題
としては、水道事業との統合に合わせて、H28年
度に料金体系を統一することであり、現在は水道委
員会で検討中である。なお、上水道への施設統合は
工事完了後のＨ29年度を予定している。
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№ 実施方針・効果 所管課 実施項目

Ⅵ．歳入増加策

№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策

主要方策 H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

4 一部事務組合の
改革

実施方針
　組合の管理運営に関する分析調査を行い、組合構成市町との協
議を進め、指定管理者制度や民間委託等の民間的経営手法の導入
により組合運営の効率化を目指します。
　また、組合構成市町との調整を行い、各事務組合管理部門の一
元化を図り、事務の効率化と職員数の削減を進めます。

期待効果
　組合運営の効率化により、市町村負担金の削減が図られます。

企画政策課 民間的経営手法の
導入

計画

実績

現状分
析及び
課題

現状分
析及び
課題

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

未 ⇒ ⇒

　組合構成市町との調整が難しく未実施。

一部事務組合事務
部門の統合

計画 検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 未 ⇒ ⇒

　組合構成市町との調整が難しく未実施。

H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

1 市税等の収納率
の向上

実施方針
　市税等の課税客体の適正な把握に努め、収納の確保対策につい
て目標数値を設定して、収納率の向上を図ります。
　現年度課税分については、口座振替制度の推進・継続や公金収
納の多様化などにより、前年度対比0.3ポイントの向上を目指しま
す。
　低迷している滞納繰越分については、新規滞納発生の防止を図
るとともに、滞納整理体制の強化、新潟県地方税徴収機構との連
携などにより、滞納整理の一層の推進を図ります。

期待効果
　自主財源の確保とともに、税負担の公平性が図られます。

税務課、関
係所管課

課税客体の適正な
把握

計画

実績

現状分
析及び
課題

現状分
析及び
課題

現状分
析及び
課題

継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

継続実施 ⇒ ⇒

　市民税申告書等の課税資料に基づき、正確な把握
と適正・公平な賦課や、固定資産評価額について
は、課税客体の適正な把握と正確な評価を行う。
　また、納税者の状況を把握することにより早期の
取り組みを行い、収納率の向上に努めている。

公金収納の多様化 計画 検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

実績 検討 準備 実施

　納税者の利便性を図るため、コンビニ、ゆうちょ
銀行での納付について、H２６年４月から実施し
た。

滞納整理体制の強
化

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

　県と県内市町村で構成する新潟県地方税徴収機構
（H21年度設立）で、個人住民税を中心とした地
方税の滞納整理に当たるほか、徴税吏員の徴収技術
の向上を図り収納率の向上を目指している。
　また、インターネット公売などの実施により滞納
整理の一層の推進を図る。
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№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H２4 H２５ H２６ H２７ H２８ H29以降

2 受益者負担の見
直し

実施方針
　公の施設に関する分析調査を行い、受益者負担のあり方につい
て総合的に検討し、負担の見直しを図ります。

期待効果
　受益者負担の公平性の確保とともに、自主財源の確保が図られ
ます。

施設所管
課、企画政
策課

受益者負担の見直
し

計画

実績

現状分
析及び
課題

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ ⇒

　庁内での検討を踏まえ負担の見直しを図る。

3 市有財産の有効
活用

実施方針
　普通財産の仕分を進め、売却が適当である財産は売却を進め、
維持管理を継続すべき財産のうち、貸付が可能なものについて
は、貸付料の見直しを図ります。
　また、行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度に
おいて、有償貸付を進めます。

期待効果
　資産効率の向上とともに、自主財源の確保が図られます。

市有財産所
管課

売却の推進と貸付
料の見直し

計画 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 実施 ⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　景気の低迷や立地等により売却は進んでいない。
宅地の隣接地など潜在的な需要に応えていく。

職員駐車場使用料
の見直し

計画 継続実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績 継続実施 ⇒ ⇒

行政財産の有償貸
付の推進

計画 検討 実施 ⇒ ⇒

⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　Ｈ20年度に月額500円を1,000円に見直した。
近隣他市の実態を調査し見直しを検討する。

⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　景気の低迷や立地等により有償貸付が進まない。

実績 実施
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№ 実施方針・効果 所管課 実施項目主要方策 H29以降

継続実施

H２4

⇒

H２６ H２７ H２８H２５

⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒

5 新たな財源の確
保

実施方針
　広報「ごせん」や市ホームページなどへの企業広告の掲載、封
筒の空きスペースを利用した有料広告の掲載、施設命名権の財源
化等、新たな広告料収入の確保を図ります。

期待効果
　新たな広告収入により、自主財源の確保が図られます。

総務課・企
画政策課・
関係所管課

広報紙等への有料
広告掲載

計画4 企業誘致の推進 実施方針
　村松第二工業団地の売却可能面積は、10,890㎡あります。
　公害のない産業を選び、企業誘致に向けて積極的に働きかけを
行います。

期待効果
　雇用の創出と市税の増収が図られます。

商工観光課

⇒ ⇒

現状分
析及び
課題

　H23年度、H24年度の2ヵ年で企業へのアン
ケート調査を行い設備投資計画の有無など調査。
　今後、結果をもとに企業への訪問活動を行う。

　H25年度で村松第二工業団地に２社が進出。

継続実施

実績

現状分
析及び
課題

　H19年度から広報「ごせん」やホームページへ
の有料広告の掲載を実施。
　Ｈ24年度から市名入り封筒の有料広告の掲載を
実施。
　H26年12月からふるさと納税の返礼品の提供を
開始し、新たな財源の確保を図っている。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒計画

継続実施実績

継続実施誘致活動の実施
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